
工事請負契約書第２５条第６項に伴う実施フロー

基準日 ７日以内　

　残工期が２ヶ月以上必要

　※繰越等により工期延期
　　 を行う場合は、変更後の
　　 工期の終期日までが残
　　 工事期間となる。

 ※「５　スライド額
　　の算定」「６　残
　　工事の算定」に
　　 より、スライド
　　 額を算定する。

別紙様式３－２

別紙様式４

凡　例

受注者からの
手続き

発注者からの
手続き

受発注者双方

（５）スライド額協議開始

（６）スライド額確定

スライド変更契約

工期の終期日

１４日以内　

　※精算変更時点で行うことができる。

手続き項目 様　式

別紙様式１

別紙様式２

別紙様式３－１

（１）スライド協議の請求

（４）スライド額の算定

（２）基準日における
出来高確認

（３）スライド額協議
　　開始日の通知

　請求日と同日が基本
　（１４日以内）


